
◆千葉市文化芸術振興計画の概要◆

　・当初3年間の重点項目　　　　　　　　　　・23年度から3年間の重点項目

① 文化芸術イベントの充実・発展
② 国内外への発信力の強化
③ 文化創造を支える仕組みづくり

① 地域住民を結びつける文化芸術活動の促進
② 文化芸術活動によるまちの賑わいの創出
③ 文化を身近に感じられる景観づくり

① 伝統文化の理解促進
② 伝統文化の保存・継承
③ 歴史の中にある文化的要素の発掘

① 地域の特性を活かした文化事業の実施
② 魅力的な鑑賞プログラムの実践
③ 文化芸術活動への参加促進

① 身近な鑑賞・体験の場の開拓
② 教育活動との連携
③ ワークショップ形式等による体験型活動の促進
④ 発表の場の提供

① 参加・体験事業の拡充
② 伝統文化を伝える取り組みの推進

① 顕彰制度の充実
② 新進芸術家への支援の充実

① ボランティアの育成
② ボランティア登録の一元化

① 創作活動のために継続利用できる場の検討
② 市民と芸術家の交流の促進

① 学校空き教室の文化芸術活動への活用
② 文化施設以外の公共施設活用の検討
③ 民間施設の活用の検討
④ 文化施設間の連携による利便性の向上
⑤ 生涯学習施設との連携

① インターネット等の活用
② 文化情報センターの設置

① 新しい協働体制の確立
② 文化芸術活動への効果的な支援

① 企業に対する情報提供の促進
② 情報交換の場の設置
③ 企業のメセナ活動等の促進

① 文化行政推進会議の設置
② 施設利用に関する庁内検討会の設置
③ (財）千葉市文化振興財団の機能強化・充実

　　　　　【年度計画】

（４） 文化振興推進体制の強化

（１） 情報提供機能の充実

（２） 市民と行政の協働体制の確立

（３） 産・学・官の連携促進

（１） 文化施設の魅力向上

（１） 創作活動の場づくり

（２） 既存施設活用の促進

（３） 文化芸術ボランティアの育成

（２） 参加型・体験型活動の推進

基本施策
５

文化芸術活動への支援

　　　　　　　　【計画期間：平成２０年度～平成２７年度】

３．計画の推進

基本施策
１

（１） 文化芸術の創造と発信

（３） 伝統文化の継承・発展

（２） まちづくりと文化の連携

文化芸術をはぐくむまちづくり

（２） 芸術家の発掘と育成

基本施策
４

創造活動を支える場の確保

基本施策
２

文化芸術に親しむ市民の裾野の拡大

基本施策
３

文化を創造する人材の育成

（１） 子どもの文化芸術活動の充実

１．策定背景

千葉市文化振興マスタープラン（平成11年3月策定）

●理念：個性豊かな新しい千葉文化の創造

●基本目標：「個性」「世界性」「市民主体」

●５つの柱

千葉文化を担う人づくり

文化活動の場づくり

多様な文化活動のネットワークづくり

文化の見えるまちづくり

行政の文化化

千葉市の状況

○文化芸術振興基本法 平成１３年１２月施行

○「文化芸術の振興に関する基本的な方針」

第１次基本方針（平成１４年１２月閣議決定）

第２次基本方針（平成１９年２月閣議決定）

国・地方・民間が相互に連携し、社会全体で

文化芸術の振興を図る。

国の動向

１．地方分権の進展と個性ある地域社会の形成

２．文化行政における民間と行政の役割分担の変化

３．市民との協働に支えられた文化芸術活動の活性化

４．少子高齢化に対応した文化芸術活動の担い手の育

成

５．地域社会再生における文化芸術活動の役割の変化

６．情報化の進展に伴うネットワーク化の重要性の拡大

文化芸術を取り巻く社会状況

２．施策の体系

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

体制整備の推進

身近な文化芸術活動への参加促進

総合的な文化政
策の推進

個性豊かな

新しい千葉

文化の創造

当初３年間に

18の重点項目を推進

次の３年間に

14の重点項目を推進


